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　東南アジアは 2014 年も南シナ海問題で大きく揺れた。5 月には、ベ
トナムが排他的経済水域（EEZ）を主張する西沙諸島周辺の海域におい
て中国が石油掘削作業に着手したために、中国とベトナムの公船や漁船
が同海域で約 2 カ月にわたり対峙し、ベトナム漁船が転覆するなど激し
い衝突が発生した。7 月に中国側が撤収した後、中越両国は外交的に関
係修復を進めているが、一方で依然として南沙、西沙諸島での中国側の
実効支配強化の動きが進んでいる。東南アジア諸国連合（ASEAN）は
この問題に深刻な懸念を表明したが、中国と ASEAN 間では南シナ海
における行動規範策定の交渉に目立った進展はみられない。そのような
中、ベトナムでは 10 月に米国による武器輸出規制の一部が解除され、
またフィリピンは 4 月に締結された米国との新たな軍事協定により国内
への米軍部隊のローテーション配備を認めるなど、米国による関与がよ
り進められることになった。
　各国情勢に目を向ければ、タイでは 5 月にクーデターが発生した。政
治社会的対立で行き詰まっていたタイ政治は再び軍政に逆戻りしたが、
暫定政権が長年の対立の解消に道を開くかは未知数である。フィリピン
では、40 年以上にわたり政府とイスラム武装勢力との間で紛争が続い
てきたミンダナオ問題で和平合意が成立し、新たな自治に向けた作業が
開始された。インドネシアでは 10 月、スシロ・バンバン・ユドヨノ大
統領が 2 期 10 年の任期を全うし、「海洋国家」を標榜するジョコ・ウィ
ドド新大統領が就任した。
　東南アジア諸国の軍における防衛能力の向上と装備近代化の取り組み
の例を挙げると、ベトナムは主にロシアから潜水艦や水上艦艇の導入を
進めてきたが、近年は西側からの調達の動きもある。装備の老朽化など
による著しい海空作戦能力の低下に直面しているフィリピンは、能力向
上の在り方の組み合わせを考えた上での新造装備の調達も含め、少ない
予算の効率的な配分を目指している。インドネシアは「最小必須戦力」
の構築を図る上で、特に広大な領海と多くの島々を防衛する「近海海
軍」の建設を目指すとともに、装備の国産化にも力を入れている。
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1　悪化する南シナ海問題� ◢
（1）ベトナム―中国との衝突激化と関係修復の動き
　2014 年の東南アジアの安全保障上の重要問題として最も注目される
のは、南シナ海における南沙・西沙諸島をめぐる領有権問題に起因する
対立が前年より激しさを増している点である。中でも南シナ海への進出
を強化する中国と、ベトナムおよびフィリピン両国との対立は新たな局
面に入っている。
　同年 1 月 1 日には、中国海南省政府による、南シナ海での外国漁船操

図 4-1　南シナ海における各国の主張線

（出所）　『ニューヨークタイムズ』ウェブサイト、米国務省地理局各種資料などをもとに執筆者作
成。ベトナムについては Felix Chang, “Comparative Southeast Asian Military 
Modernization-I”（The Asan Forum, October 1, 2014）などを参照。
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業規制の法的措置が発効した。同規制との関連は定かではないが、1 月
初めには中国の監視船が、西沙諸島付近で操業中のベトナム漁船に乗船
し、漁具の破壊、魚や機材の没収などを行う事案が報じられた。同様の
事案は以前から頻発しており、海南省の新たな規制によって取り締まり
が強化されたのかは明らかではないが、これに対し米国務省は 9 日、海
南省の規制措置は挑発的で危険であると懸念を表明1）、ASEAN も 17 日
のミャンマー・バガンでの非公式外相会議において懸念を表明した2）。
同じ 1 月には、東シナ海で防空識別区を設定した中国が、南シナ海でも
同様の措置をとるのではないかとの報道があり3）、米国務省からも自制
を求める発言があった4）。ベトナム政府は南シナ海での緊張の高まりに
応じ、違法行為の監視や水産資源の保護、漁船・漁民の安全確保のた
め、4 月には農業・農村開発省に漁業監視部隊を設置し運用を開始して
いる5）。
　こうした中、5 月には別の重大な事件が発生した。中国の国有石油会
社である中国海洋石油が 5 月 2 日、ベトナムが EEZ の管轄権を主張す
る、同国本土から約 220 km の西沙諸島周辺の海上に石油掘削装置を持
ち込み、海底の掘削作業に着手した。ベトナム外務省は 4 日、同国の許
可のない活動は違法であると非難した6）。米国務省も中国の行動は挑発
的で地域の平和と安定の維持にとって無益であると言明した7）。また、
ベトナム政府は 7 日に会見し、同海域周辺で中国当局の船舶が 3 日以
降、パトロール中のベトナムの巡視船に衝突や放水を行い、ベトナム側

に複数の負傷者を生じたこと
を明らかにし、その映像を公
開した8）。ベトナム側の発表
に よ れ ば、中 国 側 が 約 80
隻、ベトナム側も 29 隻の船
舶が対峙していることが明ら
かにされた9）。中国側は翌 8
日に会見で、現場は中国の近
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海であり、中国の正当な活動に対するベトナム側の妨害である旨を述べ
て反論した10）。
　ベトナム国内では 11 日から中国の掘削活動に抗議するデモが全土で
発生した。14 日には中部のハティン省で、デモに巻き込まれた中国人
16 人を含む 21 人が死亡、多くの中国人が負傷したと報じられた。中国
外交部はベトナム側に死傷者の発生について抗議する一方、掘削は中国
の主権の範囲内であり、装置撤去の考えがないことを言明した11）。
　その後も両国船舶の衝突は散発的に続いた。ベトナム側報道は、6 月
には中国側が 136 隻を派遣していると報じた。5 月 26 日にはベトナム
漁船が中国漁船に体当たりされ転覆する事案も発生した12）。
　この問題を解決するため、ベトナム側は衝突事案が起こった早い段階
で、グエン・フー・チョン共産党書記長と習近平中国国家主席との電話
会談を提案したが、中国側が拒否したと報じられた13）。6 月 18 日に
は、中国の楊潔篪国務委員が定期協議準備のためハノイを訪問し、ファ
ム・ビン・ミン副首相兼外相と会談したが、同問題について、対話の継
続では一致したものの、双方の主張は平行線に終わった。7 月 1 日、チ
ョン書記長は、この問題に関連して、平和的解決を強調する一方、「多
くの者が戦争になったらどうするかと問う。我々はあらゆる可能性への
準備をしておかなければならない」と発言した14）。
　中国政府は 7 月 16 日、西沙諸島周辺海域での資源探査作業を 15 日ま
でに終了し、掘削装置を撤収したと発表した15）。作業開始当初は期間を
8 月 15 日までとしており、予定より早い終了となったことになる。中
国側の早期の撤収は、チョン書記長自らの戦争も辞さないとの強い意思
の表明をはじめとするベトナム側の強固な姿勢や、8 月の ASEAN 関連
会合（後述）で ASEAN 諸国や米国などが 5 月の会合時よりさらに厳
しい中国批判に向かうことへの警戒を反映したとの推測がある一方、予
定していた作業の早期完了による前倒しとの見方もある。
　8 月 27 日にはチョン書記長の特使としてレー・ホン・アイン政治局
員（党書記局常務）が訪中して習近平国家主席と会談し、両国関係の修
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復の意向を示した。そして 10 月 16 日にはイタリア・ミラノでのアジア
欧州会合（ASEM）首脳会議の機会に、グエン・タン・ズン・ベトナ
ム首相が中国の李克強首相と会談した。ベトナム側は両者が海洋の状況
を有効に制御し状況をさらに複雑化させる行動を取らないことを求め、
中国側はベトナムとの友好互恵関係に依拠して両国間の困難な問題に満
足のいく対応をしたいと応じた16）。その後、10 月後半にはフン・クア
ン・タイン国防相やチャン・ダイ・クアン公安相がそれぞれ訪中、他方
の中国側も楊潔篪国務委員がベトナムを訪問するなど指導部の往来が再
開されており、石油掘削をめぐる問題はひとまず沈静化したといえる。
楊潔篪国務委員とミン外相が出席したベトナム・中国協力指導委員会第
7 回会議では海上問題に関する交渉を進めることで一致したと報じられ
ている17）。
　その一方で、7 月の撤収後も西沙諸島周辺ではベトナム漁船に対する
中国船からの妨害は続いている。また 9 月には中国企業による西沙諸島
の観光ツアーが開始された18）。さらに 10 月上旬には中国などのメディ
アが、西沙諸島のウッディー島で滑走路や燃料タンク、レーダーなどの
拡張工事が完成し、同島を拠点として中国の西沙・南沙諸島の防衛能力
が大幅に向上すると報じた19）。同様に、南沙諸島では暗礁であるファイ
アリー・クロス礁などにおいて大規模な埋め立てが行われ、中国による
南沙諸島海域における初の滑走路建設が予想されるなど、支配の既成事
実化、実効支配強化の動きは依然として進んでいる。ファイアリー・ク
ロス礁の問題は 11 月に IHS ジェーンズが衛星写真による埋め立ての状
況を報じて20）再び世界的な関心を集め、ズン首相は国会答弁で、ベトナ
ムが主権を持つ南沙諸島における中国の不法な行動に強く反対すると述
べている21）。
　このような中、10 月 2 日、訪米したミン外相とジョン・ケリー米国
務長官の会談で、米国が人権問題などを理由に制限していた対ベトナム
武器輸出規制の一部を解除することが明らかにされた。米国務省は、ベ
トナムに海洋の安全保障に関わる防衛装備品の輸出を想定していること
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に言及した22）。報道によれば、国務省高官は南シナ海での中越の問題を
念頭に置いているとは認めなかったが、海洋における地域諸国の能力の
ギャップを埋めることが有益であると述べたという23）。南シナ海問題の
高まりを背景に、ベトナムと米国は軍事交流を段階的に積み重ねてきた
が、突然ともいえる装備移転の解禁決定は、中国による石油掘削とその
後の対峙が米越双方にとって大きな転機になったことを示唆している。
　さらにベトナムは、近年軍事上のつながりが強まりつつあるインドと
の関係（第 3 節参照）において、ズン首相が 10 月 28 日に訪印し、ナレ
ンドラ・モディ・インド首相との間で、インドから海軍艦艇取得のため
の、1 億ドルを限度とする借款供与の早期実現について合意したと伝え
られている24）。
　またベトナムは、中国との領有権問題を、国連海洋法条約に基づく常
設仲裁裁判所の仲裁手続きに付すことも選択肢にあるとしている。5 月
にはズン首相が米ニュースメディアとのインタビューにおいて、法的手
続きの準備はできており、いつが最も適切かを検討していると述べ25）、
6 月には同裁判所の司法手続きを円滑に進めるための協力協定に調印し
た26）。その後、中国との関係修復の動きが進展したことで、直ちにこの
カードを使うことはないと思われたが、12 月、フィリピンの提訴に関
連して中国が同裁判所の管轄権を否定し自国の主張の正当性を表明する
と27）、ベトナムはこれに反駁するとともに、同裁判所に対し、ベトナム
の法的権利に適切な注意を払うよう要請し28）、仲裁裁判の活用に含みを
残した。
　このようにベトナムは、巨大な隣国である中国との決定的な対立を回
避し外交関係を修復しつつも、伝統的なパートナーであるロシアに加
え、米国を始めとする大国や国際機関などからの多角的な支援によって
自国の強靱性を高めようとしていると考えられる。ただしベトナムの伝
統的な立場から、他国との同盟の締結のような、集団的な能力の強化と
いう方向に向かうことは考えにくく、この点はフィリピンの方向性とは
異なっている。また米国との防衛協力の進展には、旧ソ連・ロシア製中
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心の装備体系との整合性といった技術的課題だけでなく、ベトナム戦争
に関連した未解決の問題や心理的な障壁も残る中、なおある程度の時間
は必要であろう。

（2）フィリピン　―　米国との新軍事協定の締結
　フィリピン軍は南沙諸島において、中国が実効支配するミスチーフ礁
に近いセカンドトーマス礁に座礁させた船に兵員を駐留させ、実効支配
の姿勢を示している。そのセカンドトーマス礁において、3 月、駐留フ
ィリピン海兵隊の交代要員や補給物資を載せた民間船を中国公船が現場
から退去させ、補給を妨害する事件が起きた29）。ダニエル・ラッセル米
国務次官補は 4 月、米上院外交委員会でセカンドトーマス礁への中国の
警備艇展開に警戒感を示した30）。その後も中国側からの補給船への妨害
は続いている。
　フィリピン海洋警察は 5 月、パラワン島沖ハーフムーン礁でウミガメ
の密漁を行っていた中国漁船を拿捕した。中国側は同礁を含む南沙諸島
と周辺海域の主権を主張し、フィリピンの取り締まりを挑発行為である
と非難した31）（11 月、フィリピンの地方裁判所は逮捕した 9 人に罰金刑
の判決を言い渡した32））。同じく 5 月には、フィリピン外務省が、同国
が EEZ を主張し、中国が実効支配するジョンソン南礁に中国が大量の

土砂を搬入し、暗礁を埋め立
てて基地化しようとしている
として、これを南シナ海行動
宣言や国連海洋法条約に違反
する行為として中国を非難し
た33）。8 月には続報として、
大型の建造物が構築され、港
が整備されている状況を公表
した34）。
　こうした状況を背景に、フ
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ィリピンは米国との関係をさらに強化しようとしている。4 月 28 日、
米国、フィリピン両政府は新たな軍事協定に調印した。バラク・オバマ
米大統領のフィリピン訪問に合わせて調印された「防衛協力強化協定」
では、米比同盟を 21 世紀の課題に対応すべく強化するため、フィリピ
ンへの米軍のローテーション配備を増強し、米軍によるフィリピン国内
における施設建設を可能とすることや、フィリピン国内および地域での
人道支援・災害救援（HA/DR）活動を促進し、2 国間訓練の機会を改
善し、フィリピン国軍が「信頼できる最小限の防衛力」を確立できるよ
う長期的な近代化を支援することがうたわれた35）。米軍の具体的な展開
規模や使用基地など、詳細は今後協議により決定されることとなってい
るが、米比間の交渉では 3～5 カ所のフィリピン軍基地と 4 つの民間空
港への米軍のアクセスが提案されていると報じられた36）。オバマ大統領
は同協定が中国に対抗するためのものではないと述べながらも37）、米国
は米比相互防衛条約を尊重し、米国のフィリピン防衛への関与は鉄壁で
あると言明した38）。恒久的な駐留ではないとはいえ、1990 年代に米軍
基地が閉鎖されて以来最も大きな米比両軍の協力の動きは、中国の強硬
な行動を背景に、自国の防衛能力の近代化を急ぎ進めたいフィリピン
と、アジア太平洋へのリバランスを進める米国の意向が合致したものと
考えられる。同協定を受け、米比両軍は海洋での作戦能力の向上に重点
を置いた合同軍事演習を実施していると報じられている39）。5 月には年
次のバリカタン合同演習の一環として、スカボロー礁に近いサンバレス
州の基地で島嶼奪回訓練を実施した40）。6 月には米比両海軍が、協力海
上即応訓練（CARAT）の一環として合同強襲上陸演習を実施41）、10 月
にもパラワン島近海の島で両海兵隊の上陸訓練が行われた42）。
　フィリピン海軍は 2013 年、米沿岸警備隊から移譲された 2 隻目の退
役巡視船をフリゲート「ラモン・アルカラズ」として就役させた43）。ま
た日本との協力については安倍晋三首相が 2014 年 5 月の IISS アジア安
全保障会議（シャングリラ会合）において、前年に決定したフィリピン
への新造巡視艇 10 隻の供与を改めて表明した44）。フィリピンへの装備
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マレーシアと南沙諸島問題�

　2015 年の ASEAN 議長国であるマレーシアは南沙諸島の領有権問題の当事国であ
り、かつ当該海域における海洋資源の開発が最も進んでいるとされる。南シナ海問題
をめぐっては 2 国間での問題解決を志向するなど伝統的に中国に近いとみられてきた
が、2013 年 10 月には水陸防衛能力の強化のために、南シナ海を臨むサラワク州ビン
ツルでの新たな海軍基地の建設と海兵隊創設を公表するなど61）その立場には変化も
うかがわれる。その背景には、2013 年 3 月と 2014 年 1 月に、マレーシアが領有権を
主張するサラワク州沖合のジェームス礁の周辺海域において、中国海軍艦船が「主権
宣誓活動」と称する示威的行動をとったことなどとの関連が推測される62）。南シナ
海問題における同国の采配を注視する必要があるだろう。
　なお、2014 年 9 月には、海上自衛隊の護衛艦いなづま、うみぎりがソマリア沖・
アデン湾における海賊対処行動の帰途、南シナ海に面するサバ州コタキナバルのスパ
ンガー海軍基地に寄港した63）。同基地は 2009 年に初配備された潜水艦の母港として
新設された基地であり、海上自衛隊艦艇の訪問は初めてであった。

解説

輸出に積極的な姿勢をとる韓国（第 3 節参照）も、5 月にフィリピンの
ヴォルテル・ガズミン国防相が訪韓した際、韓国海軍の退役コルベット
1 隻および水陸両用艇の供与の申し出があったことをフィリピン側が公
表する45）など、フィリピンの海上警備能力の強化に向けて各国が支援を
行っている。
　一方、フィリピンが南シナ海における中国のいわゆる九段線主張の正
当性の有無について確認を求めている常設仲裁裁判所での手続きについ
ては、3 月 30 日にフィリピンが自国の主張に関する書類を提出したこ
とを受け、同裁判所は 6 月、中国に対し 12 月 15 日までの回答を求め
た46）。中国外交部は 6 月、裁判には参加しないという以前からの姿勢に
変わりはないと表明した47）。ベニグノ・アキノ 3 世大統領は 11 月の
ASEAN 首脳会議で習近平国家主席と立ち話をした後、シンガポール紙
とのインタビューで「もし行動規範が締結されるならば裁判は不要だ
が、今は継続する必要がある」旨を述べ48）、中国に対し若干の軟化とも
とれる姿勢を示した。しかし中国側は 12 月 7 日、改めて、同裁判所に
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はこの問題に対する管轄権がないことを表明し、南シナ海における自国
の主権を重ねて主張した49）。これに対しては上述のベトナムに加え、米
国務省も同月 9 日に、中国の主張が国際法に合致しないことを指摘する
文書を公表している50）。

（3）南シナ海問題をめぐるASEANの動き
　南シナ海問題に関し、上述のとおり ASEAN は 1 月に中国海南省の
漁業規制について懸念を表明していたが、5 月のミャンマー・ネピドー
での外相会議と首脳会議は、直前に発生した西沙諸島での石油掘削をめ
ぐる中越船舶の衝突事件を受け、加盟 10 カ国が ASEAN として一致し
て問題への対応を図れるか否かの試金石となった。親中のカンボジアが
ASEAN 議長国だった 2012 年、南シナ海問題の扱いをめぐって共同声
明のとりまとめに失敗したことを背景として、初の議長国であるミャン
マーも中国と親密な関係にあったことから、同様の事態が生じる可能性
が懸念されていた。
　5 月 10 日の ASEAN 外相会議では、中国を名指しすることは避けな
がらも、事態の悪化に深刻な懸念を表明する緊急声明を発出した51）。翌
日の首脳会議でも、全当事者に自制と武力の不行使を求め、早期の「行
動規範」の策定を求める首脳宣言を採択した52）。報道によれば、中国と
の対立を深めるベトナムやフィリピンの厳しい対中非難の姿勢に対し、
従来比較的中立的だったマレーシアやインドネシアも同調、一方、親中
のカンボジアやラオスも反対しなかったとされ53）、この問題への
ASEAN の一致した姿勢を見せることに成功したといえる。
　その後、8 月に ASEAN 外相会議、拡大 ASEAN 外相会議および
ASEAN 地域フォーラム（ARF）がネピドーで開かれた。8 月 8 日の
ASEAN 外相会議では、南シナ海での緊張の高まりに対し、5 月の声明
に引き続き深刻な懸念を表明するとともに、早期の行動規範策定に向け
た実質的な交渉を行うことで一致し、フィリピンが提案した「3 段階行
動」案についても留意するとされた54）。同案は、石油掘削をめぐる中越
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間の衝突を念頭に起草されたもので、このような緊張を高める行動の凍
結など、挑発や安定を損なう行動に対処するための即時、中期的、およ
び最終的な方法に言及している55）。しかし翌 9 日の中・ASEAN 外相会
議では、中国はフィリピンの提案を拒否、石油掘削をめぐるベトナムと
の対立についても 2 国間の問題であるとして ASEAN との協議の場で
扱うことを否定したと報じられている56）。
　米国のケリー国務長官は、8 月 10 日の ARF において、フィリピンの
3 段階提案なども支持しつつ、中国を念頭に、南シナ海での埋め立てや
軍事拠点化の進行に懸念を示し、事態を悪化させる行動の自主的な凍結
を求めた57）。これに対して中国の王毅外交部長は、9 日の記者会見で、
当事者同士での問題解決を強調し、域外国が自らの思惑により緊張をあ
おっているとして暗に米国を非難した58）。
　南シナ海行動規範の策定協議については、6 月のインドネシア・バリ
での作業部会を経て、10 月には第 3 回公式協議がバンコクで行われ
た。ここでは信頼醸成のための早期措置（early harvest measures）と
して、ホットラインの開設や捜索救難の机上演習の実施が合意された
が、行動規範の原案策定については、その前段階として、同規範におけ
る共通認識についての第 1 次リストが策定され、続いて第 2 次リストを
作成することで合意したにとどまった。さらに、協議では「ASEAN と
中国の協議の過程が、行動規範の内容そのものと同等に重要だと認識」
したとしている59）。
　11 月のネピドーでの ASEAN 首脳会議の議長声明では、南シナ海情
勢に対する引き続きの懸念表明と、行動規範の早期策定のための作業の
迅速化や、それを後押しするためのより多くの早期措置の検討がうたわ
れたが60）、問題解決に向けた大きな変化はなかった。
　石油掘削をめぐる中越の緊張状況は一旦収まったものの、南シナ海で
の中比、中越の対峙の基本的構図に変化はない。行動規範をめぐる中国
と ASEAN の協議は、早期の締結を目指してはいるものの目立った進
展はない。この問題をめぐっては、ASEAN の中でも、紛争当事国と非
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当事国の間で、あるいは当事国同士の間でも、行動規範に求めるものに
違いがあるという。その中で中国は、行動規範ができるだけ拘束力の低
いものになるよう一部の ASEAN 加盟国に働きかけているとされる。
また協議過程の重要性の強調は、行動規範それ自体の重要性を相対的に
低下させるという見方もできる。行動規範が事実上骨抜きにされるとい
う事態になれば、ASEAN が一つの到達点としてうたっている 2015 年
の ASEAN 共同体、とりわけ政治・安全保障共同体の「地域の平和と
安定の維持・強化」という目的を実現する能力に疑問符を付けられるこ
とになるだろう。

2　地域安全保障上重要な国内問題の展開� ◢
（1）タイのクーデターと暫定政権の樹立
　2006 年のクーデターによりタクシン・シナワット首相が追放されて
以来、タクシン派と反タクシン派の政治対立が続くタイでは、2014 年 2
月に実施された選挙が憲法裁判所により無効とされ、7 月に再選挙が予
定されていた。5 月 7 日に憲法裁判所が、3 年前の政府高官人事へのイ
ンラック・シナワット首相（タクシン元首相の妹）の介入が憲法違反で
あるとの判決を出し、これによりインラック首相をはじめ 9 人の閣僚が
失職すると、それを機に反タクシン派が暫定政権の樹立を目指してデモ
実施などの攻勢を強め、タクシン派との対立が深まった。
　死傷者も発生した混乱を収束させるため、5 月 20 日にタイ国軍は全
土に戒厳令を発令した。そして 22 日、軍が仲介した両派の話し合いが
不調に終わると、プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官は、自らを
議長とし、軍や警察からなる国家平和秩序維持評議会が全権を掌握した
ことを宣言した。
　同評議会は国民和解、政治改革、総選挙実施という 3 段階のロードマ
ップを示した64）。7 月に制定した暫定憲法により組織された国民立法議
会の指名により、8 月 21 日にはプラユット議長が暫定首相に選出さ
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れ、25 日に国王より任命を受けて組閣、31 日にプラユット暫定内閣が
発足した。プラユット暫定首相は 9 月末に陸軍を退役したが、閣僚の 3
分の 1 が軍・警察関係者であるうえ、評議会も維持されており、軍主導
色は続いている。暫定政権は当初、2015 年秋までに新憲法の下での総
選挙実施と同年中の新政権への移行を目指していたが、同年 1 月現在、
総選挙は 2016 年前半にずれ込むことが見込まれている。
　タイでの国軍のクーデターは 2006 年以来となるが、軍政の復活によ
り、前回クーデター以降解決することのなかった政治・社会的対立を改
善できるのかは未知数である。特に、プラユット暫定政権がタクシン・
反タクシン両派の対立の解消よりもタクシン派のインラック前政権の政
策を修正する反タクシン的姿勢をとっていることは懸念される要素であ
る。そして、中央における政治勢力間の対立が緩和され、政権打倒が繰
り返される政治情勢が安定しなければ、南部でのイスラム武装勢力との
紛争を解決し宗教・民族的和解を実現するためにリソースを配分するこ
ともまた困難となる。タイのある有力な元政治家は、国民和解には政治
改革と脱中央集権化が不可欠であるとして、特に後者について南部のマ
レー系イスラム教徒のみならず、タクシン派を支持する北部・東北部の
住民社会への権限委譲が必要であるとして、脱中央集権への暫定政権の
関心が薄いことに懸念を表明している65）。
　また、タイ憲政史上、クーデターが政権交代の常態の一つとなってい
る点も懸念される。今回は流血の事態となることは避けられたものの、
民主化やグローバル経済の進展により、法の支配を超える手段による政
権奪取に対する国際社会の批判は強くなっている。実際、米国や欧州連
合（EU）はクーデター直後に同国への軍事協力を停止している。こう
した動きに対し、中国がタイへの接近を強めているとの見方もある。不
安定な政治情勢下でタイの外交的低迷が続くことは、ASEAN における
タイの外交的役割の低下や、ASEAN 加盟各国に対する中国の影響力の
増大との関連で、東南アジア地域の安定にも影響を与える可能性がある
だろう。
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聴会が続いており、法成立の
目標は当初の 2014 年中から
2015 年 3 月に延びている）。
ムラド議長はじめ和平推進派
は、アキノ大統領の任期が終
わる 2016 年までに合意履行
ができなければ、次の大統領
が合意を尊重する保証がない
ことを憂慮している68）。

（2）ミンダナオ和平合意
　フィリピンでは、南部ミンダナオ島のイスラム武装勢力、モロ・イス
ラム解放戦線（MILF）とフィリピン政府との和平交渉がマレーシア政
府などの仲介により進められてきた結果、2014 年 3 月 27 日、両者がマ
ニラの大統領府で包括和平合意書に調印した66）。40 年以上にわたる紛
争の終結が期待されている。
　イスラム教徒（モロと自称）の多いミンダナオ島やスールー諸島で
は、イスラム武装勢力がフィリピンからの分離独立を要求して 1970 年
代から武装闘争を続けてきた。かつての最大勢力であったモロ民族解放
戦線（MNLF）を中心に、政府との交渉の末、1996 年に和平合意がな
され、MNLF 議長のヌール・ミスアリはムスリム・ミンダナオ自治区

（ARMM）の知事に就任した。これに反対する諸勢力は MILF やア
ブ・サヤフなどに合流し闘争を継続した。MILF と政府は交渉と戦闘再
開を繰り返してきたが、2011 年 8 月に日本政府の仲介によりアキノ大
統領とムラド・イブラヒム MILF 議長が成田空港で極秘に初会談し、
2012 年 10 月には今回の合意の基となる枠組み合意を締結した。
　今回の和平により、2016 年中にフィリピン共和国の枠内で独自の首
相と議会を持つバンサモロ自治政府の樹立が合意されている。それに向
けてバンサモロ基本法67）の制定作業が進められているが、その手続きが
遅れ気味であることが懸念されている（2015 年 1 月現在、議会での公
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　一方、イスラム勢力側は武装解除を求められており、2014 年末時点
では MILF と政府との停戦合意は守られている。MILF は 12 月、政治
活動への転換に向けて新政党、統一バンサモロ正義党（UBJP）を創設
した。しかし、和平に反対するアブ・サヤフやバンサモロ・イスラム自
由戦士（BIFF）などは武装闘争を継続しており、戦闘やテロの被害が
続くことも懸念される。特に、アブ・サヤフは 9 月、中東のイスラム武
装組織「イラク・レバントのイスラム国」（ISIL）との共闘を宣言し、
自らが誘拐したドイツ人人質の殺害を主張して対イスラム国連合を支持
するドイツ政府を脅迫した。アブ・サヤフなどフィリピンのイスラム武
装勢力と ISIL との間にどのような関係があるかは明らかでなく、単な
るアブ・サヤフ側の宣伝との見方も強いが69）、武装活動への外部からの
支援を絶ち、和平履行のための治安の維持を確立できるかも課題である。
　なお、日本はミンダナオ和平問題に深く関わってきた。国際協力機構

（JICA）は 2000 年代前半から開発専門家を現地に派遣して紛争下にお
ける草の根の技術支援、経済協力を行ってきたが、2006 年 12 月には安
倍首相（当時）が日本バンサモロ再建発展イニシアティブ（J-BiRD）
と銘打って復興支援を進め、2009 年からは和平交渉のオブザーバーに
日本政府も参加している70）。和平合意後の 2014 年 6 月には広島でミン
ダナオ平和構築セミナーが開催され、出席したアキノ大統領は上述の
2011 年のムラド議長との会談が信頼関係構築の契機になったことに触
れた71）。ミンダナオ和平は、民政分野での息の長い支援による信頼を基
に和平を形成していくという、日本の平和構築関与の一つの例といえる。

（3）インドネシアの大統領交代
　インドネシアでは、2014 年 10 月にスシロ・バンバン・ユドヨノ第 6
代大統領が退任し、7 月の大統領選挙で当選を果たしたジョコ・ウィド
ド新大統領と交代した。ユドヨノ大統領が選挙による選出を経て 2 期
10 年の任期を全うしたことは、インドネシアが 1998 年のスハルト大統
領退陣後の 6 年間で 3 人の大統領を擁した政治的移行期から完全に脱
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し、民主主義国家としての安定したインドネシアが定着したことを示し
ている。
　ユドヨノ大統領は在任の 10 年間で、年平均の実質 GDP 成長率 5.8％
とおおむね堅調な経済成長を維持した。安全保障面では、（スマトラ沖
大地震・インド洋大津波を契機として）アチェの和平締結と自治を達成
したこと、東ティモールとの公式な和解を実現したことなど、インドネ
シアの長きにわたる国内紛争の解決、事後処理が進んだことは大いに評
価されよう。ジェマー・イスラミアなどによる国内におけるテロ活動を
封じ込め、国内の治安向上にも成功したといえる。対外的には東ティモ
ール問題で凍結されていたオーストラリアとの安全保障協力を進展させ
るとともに、ASEAN や主要 20 カ国・地域（G20）などの地域、グロ
ーバルな枠組みでの活動を推進し、地域大国にとどまらずグローバルパ
ワーとしてインドネシアは台頭しつつある。さらに軍事面では、国軍の
プロフェッショナル化が定着するとともに、「最小必須戦力」（第 3 節参
照）を掲げて国土防衛に必要な能力の構築が一定の資源配分と優先順位
を得て進められていることは重要である。
　ジョコ新大統領は 10 月 20 日の就任演説で、政治・経済・文化的に自
立したインドネシア、世界第 3 の民主主義国としての自由で積極的な外
交と並んで、「海洋国家としての発展」をうたった72）。10 月 26 日に発
表された閣僚名簿では、こうした観点から海事担当調整相のポストが新
設され、また政治・法務・治安担当調整相に元海軍参謀長が任命された
ことは注目される。また最後に残る国内紛争であるパプア問題との関連
で、パプア州から初の女性閣僚が入閣（女性・子供相）したことに留意
すべきである。
　ジョコ大統領自身もスラカルタ市長を経てジャカルタ州知事になる前
は実業家であり、34 人の閣僚のうち半数が民間人（学者や実業家）で
ある実務者中心の内閣だが、国軍に対するコントロール、特に予算配分
や装備調達の優先付けが今までどおり適切に働くかは注視する必要があ
ろう。
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ミャンマーの現状�

　ミャンマーは 2014 年、初めての ASEAN 議長国としての務めを順当に果たした。
外国からの投資も伸びており、国際社会への復帰はおおむね順調といえる。2015 年
後半には民政移管された政権下での初の総選挙が実施される予定であるが、今後の国
家体制に影響を与えうる注視すべき点として以下 2 点を挙げる。
　第 1 に、現行の政治体制をめぐる状況である。最大野党、国民民主連盟（NLD）
のアウン・サン・スー・チー党首については大統領就任を期待する声が多い。亡くな
った夫や子が英国籍のため現行憲法上大統領就任が認められていないことを背景に、
憲法改正を求める論議があったが、議会の委員会は否定的な提言を行った。2014 年
10 月 31 日にテイン・セイン大統領、アウン・サン・スー・チー氏と国軍司令官らの
トップ会談の結果、議会で審議することとされ、なお先行きは不透明である。また、
現在の体制は、民政移管以降、旧軍政関係者が多く参加した与党、連邦連帯開発党

（USDP）や、軍人への議会議席の割り当てを通じて国軍が依然として政治的影響力
を持っている。仮に次回総選挙で野党躍進という状況に至った場合、国軍勢力が有権
者の選択に従うのかという点に注目する必要がある。
　第 2 に少数民族との対立状況の改善については、停戦協議は続いているものの、未
だに一部の武装勢力との戦闘は繰り返されている。少数民族側は停戦合意の前に、高
度な自治権を含めた政治対話を求めているのに対し、政府側は停戦合意締結を優先す
る姿勢を崩しておらず、和平実現への見通しは不明確である。加えて、イスラム系少
数民族、ロヒンギャをめぐる問題は、今もミャンマー政府は彼らをバングラデシュか
らの不法移民と見なし、迫害が行われていると報じられており、国連総会は 12 月、
ロヒンギャに国籍を与えるよう求める決議を採択した77）。しかし一部仏教僧による
イスラム教徒や国連を攻撃する言説はその後も続いている。彼らの人道的な処遇を含
め、民族・宗教的対立を超えた広範な国民和解が実現できるかが、同国の民主化の次
の重要な段階となるだろう。

解説

　なお、「海洋国家」については、11 月のネピドーでの東アジア首脳会
議に出席したジョコ大統領が、① 海洋文化の復興、② 海洋食糧安保の
観点からの漁業の改善、③ 港湾インフラ・造船、海洋観光など海洋経
済の推進、④ 海洋外交の促進による主権侵害や領有権、海賊、環境問
題などの紛争の除去、⑤ 海洋主権の保護や海上保安、海洋安保で役割
を果たすための海洋防衛能力の向上、の 5 つを柱とする考えを披露し
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た73）。今後これらをもとにどのように具体的な政策が形成されていくか
を注視する必要がある。これに関連して、11 月のアジア太平洋経済協
力（APEC）首脳会議に際して北京を訪問したジョコ大統領と習近平国
家主席との会談では、中国の海のシルクロード構想が両国のパートナー
シップにおいて双方を利する新たな注目点となる旨が話題に上ったとい
う74）。一方で、インドネシア当局は外国漁船の違法操業取り締まりを強
化している。12 月には拿捕したベトナム、パプアニューギニア、タイ
の各漁船を乗員下船の上で破壊、沈没させたと報じられており75）、さら
に大統領の外交アドバイザーは、拿捕されている 22 隻の中国船につい
ても沈没させる可能性があることを示唆している76）。

3　東南アジア諸国における海軍装備の近代化� ◢
（1）ベトナム人民軍海軍の潜水艦能力とロシアの協力
　南シナ海で生じている中国との緊張について、ベトナムは ASEAN
との共同歩調をとりつつその解決を目指す一方、中国との 2 国間の対応
では、自助努力による巧みな対応を図っている。同様の特徴は、ベトナ
ム人民軍の戦力構築に向けた取り組みについても見られ、近年、海軍の
装備近代化への投資を増やしており、防衛力の増強に努めている。
　ベトナムが装備の調達先としてほとんどを頼っているのがロシアであ
る。ベトナムは経済の発展に伴って 1990 年代から軍の能力向上に取り
組んできたが、2009 年にベトナムのズン首相がモスクワを訪問した際
に、ウラジーミル・プーチン大統領との間で総額約 18 億～20 億米ドル
といわれるロシア製装備の調達計画を結んだことで、その傾向はより顕
著なものとなった。この合意に含まれる、改キロ級潜水艦 6 隻を調達す
るという計画は当初の予定から遅れたものの、2013 年末にその 1 番艦
HQ-182 ハ ノ イ が、2014 年 に は 2 番 艦 HQ-183 ホ ー チ ミ ン、3 番 艦
HQ-184 ハイフォンが相次いでベトナム人民軍海軍に引き渡されてお
り、2016 年までには計 6 隻が引き渡され、2018 年までに配備される予
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定である78）。同契約には潜水
艦乗組員のトレーニングも含
まれており、2014 年 1 月に
は、カムラン湾に建設された
乗組員訓練センターがベトナ
ム人民軍海軍に引き渡される
とともに、ロシアで 18 カ月
間にわたり教官、トレーナー
としての養成訓練を受けたベ

トナム人民軍海軍士官らも着任した79）。並行して、潜水艦の配備に向け
た関連する能力の開発にも取り組んでおり 2011 年に海洋調査船 HQ-
888 チャン・ダイ・ギアの運用を開始している80）。
　ベトナムが潜水艦能力を増強する目的は、急速な経済発展に伴って中
国が、周辺国が追い付けないペースで水上艦艇の規模を拡大させている
ことへの対抗策だといわれている81）。例えば米国海軍大学のジェーム
ス・ホルムズ教授は、ベトナムは潜水艦について、水上艦艇の数的劣位
を補完して中国に対する接近阻止・領域拒否（A2/AD）を担保する、

「非対称」な役割を期待していると述べている。また仮に、中国に対抗
するだけの力は期待できなくても、海南島という戦略的要衝付近で中国
人民解放軍海軍の活動に制約を与えるという効果があることも指摘して
いる82）。
　ベトナム人民軍海軍は水上艦艇の増強にも力を入れている。2009 年
のロシアとの調達契約にはゲパルト級フリゲートの調達が含まれ、2011
年に 1 番艦 HQ-011 ディン・ティエン・ホアンと HQ-012 リー・タ
イ・トがベトナム側に引き渡されている。2011 年末には対潜水艦戦能
力を強化したタイプを 2 隻調達する契約が新たに結ばれ83）、調達時期、
タイプは決まっていないが、さらに 2 隻が追加調達される予定である。
ロシアとの協力関係は、装備供給だけにとどまらず、運用支援、信用供
与などさまざまな展開を見せている。例えばロシアは上述の潜水艦乗組



第4章　東南アジア　―　中越対立の顕在化

145

員訓練センターの建設に加えて、2013 年にはベトナム政府と合弁でカ
ムラン港にベトナム人民軍海軍向けの艦艇整備・修理ドックを設立する
計画に合意している84）。
　多くのロシア製兵器を輸入しているインドもベトナム人民軍の運用・
支援能力の向上に協力している。キロ級潜水艦の運用について経験を積
んでいるインド海軍は、2013 年 10 月から 1 年間の課程として85）、サー
タヴァーハナ海軍基地の潜水艦学校でベトナム人民軍海軍の乗組員に対
し潜水技術訓練、潜水脱出訓練、潜水作戦訓練についての教育を行っ
た86）。これは 2013 年にベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記長
がインドに訪問した際にインドのマンモハン・シン首相と表明した、戦
略的パートナーシップ強化のための防衛協力の一環として行われたもの
である。
　2013 年 8 月、ベトナムがシグマ級コルベット 2 隻をオランダから調
達するという情報が報じられた。この契約は最新のセンサーや兵器シス
テムへのアクセスを目的にベトナムが装備調達の選択肢を西側企業に求
めたという点で新たな動きといえる87）。加えて、本件ではオフセット契
約としてベトナム国内でも同艦を建造する計画があるとされており、今
後のベトナムの防衛産業政策が注目される。オフセット契約とは新興国
などが国外から調達を行う際に、装備の供給以外に見返りとして、さま
ざまな協力を求める契約を意味する。東南アジア諸国の装備調達には国
防と産業の自力更生を最終的な目標とする明確なパターンがあるとされ
ており、ベトナムを含む東南アジア諸国による国外からの装備調達に際
して、今後、技術協力や国産化の支援を条件としたオフセット契約が増
えると考えられている88）。
　加えて、2014 年 10 月に米国は対ベトナム武器輸出規制を一部緩和
し、海洋の安全保障に寄与するものについてはそれを認めるという方針
を表明している。このため、今後、ベトナム人民軍海軍はロシアに加え
西側企業からの調達や周辺諸国との協力関係も視野に装備近代化と能力
向上を進めるものと考えられる。
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（2）フィリピン軍近代化と国防トランスフォーメーション
　2011 年にパラワン島リード礁付近でフィリピンの石油調査船が 2 隻
の中国公船から妨害を受けた際、フィリピン軍は偵察機 BN-2 と反乱鎮
圧作戦（COIN）機 OV-10 を 1 機ずつ派遣することしかできず、この
古いプロペラ機が上空に到着した時には、中国公船はすでにその場から
離れていたという。その後も、周辺海域ではフィリピンの漁船や航空機
が国籍不明機による接近を受けるなどの事案が続いたが、当局は十分な
対応が取れなかったとされる89）。南沙諸島周辺で中国との緊張が顕在化
する以前から、フィリピン軍は「2003 年比米共同アセスメント」、

「2007 年フィリピン軍能力アセスメント」において、「現状では海軍、
空軍とも能力が不足しており、領海や EEZ 内で継続的に必要な対応を
取ることが難しい」との指摘を受けていた。2011 年の事案では、米国
などからの指摘にもかかわらず、その後、適切な戦力構築に向けた取り
組みに対して十分な資源を割り当てられていなかったことが明らかとな
った。事実、2011 年時点で海軍に防空能力を備えた大型艦艇は存在せ
ず、また 2005 年に F-5 戦闘機が退役して以降90）、空軍にジェット戦闘
機は存在しなかった。
　このような事態を受けてアキノ大統領は、今後より多くの資源を軍に
配分することを決定した。ただし、政府は、最新装備を揃えて一挙に能
力向上を目指すことはせず、人的資源、組織能力の発展に歩調を合わせ
た漸進的なアプローチを志向している。例えば、2011 年中に 2 隻調達
することを決めたグレゴリオ・デル・ピラール級フリゲートは、米沿岸
警備隊の退役したハミルトン級巡視船を再就役させたものである91）。ま
た同年に、海軍が、米海軍海上システム・コマンドの設計に準拠し最新
の兵器システムを組み込んだ哨戒艦の調達を、空軍が F/A-18 か MiG-
29 を候補に最新のマルチロール機による飛行隊の創設を要望した際に
は、各軍が場当たり的に調達要求を出すべきではないとして、国防省は
これらの要求を却下している。翌 2012 年には海軍の計画担当参謀、ネ
レリト・マルチネス少佐が将来構想として、防空能力を備えたフリゲー
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ト 6 隻、対潜能力を備えたコルベット 12 隻、対潜機能を持つ偵察ヘリ
コプターなどからなる「望ましい能力の組み合わせ」を示し、防空、対
潜、遠洋哨戒などの能力向上を求めるレポートを発表した92）。そして、
2014 年にはグレゴリオ・デル・ピラール級フリゲートを新たに 2 隻、
対潜ヘリコプターを 2 機調達する計画などが報じられている。
　これまでフィリピン海軍は、フリゲートやコルベットについて米国な
どから得た中古の艦船に、必要な修理を施し、能力を付加して運用して

表 4-1　フィリピン海軍の装備近代化
「フィリピン軍の近代
化プログラム―能力・
装備・技術開発計画」

（1999 年）

現有戦力
（2013 年末）

「望ましい能力の
組 み 合 わ せ」

（2020 年）

フリゲート 0（＋3） 3（＋3） 6［防空能力］

コルベット 3（＋3） 3
（Emilio Jacinto 級）

12
［対潜戦能力］

外洋哨戒艦 7（＋5） 9 18

哨戒艦 10（＋6） 10 12

警備艇 18（＋6） 24 30

掃海艦 1（＋2） 0 3

潜水艦［キロ級］ ― ― 3

揚陸艦 ― 0（＋3） 4

汎用上陸用舟艇 ― 6 18

補給艦 ― 0 3

多目的艇（MPAC） ― 6（＋3） 42

複合艇（RHIB） ― 4 ？ 24

海洋偵察機 ― 4 8［水上機］

多用途ヘリ ― 4 8

海洋偵察ヘリ
［艦載機］ ― 4（＋2） 18

（注）　　括弧内は当時・現時点での追加プログラム
（出所）　The Philippine Star（May 24, 2012）, Philippine Defense Forum（May 27, 

2012）, The Philippines - 1998 Defense Policy Paper, The Military Bal-
ance 2014 などをもとに執筆者作成。
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きた。しかし、古い装備を改修しつつ運用するよりも、所要に沿った設
計で新しく建造したほうが費用対効果は高いとして新造フリゲートの調
達を計画している93）。そして 2015 年の早い時期に企業の選定、契約が
行われる予定であると報じられており94）、今後も新造装備を国外企業に
求めるケースが増えるとみられる。このような需要に対して、欧州の防
衛装備企業に加え、韓国企業による積極的な市場への参入が注目され
る。韓国は 1995 年からフィリピン海軍に中古の哨戒艇を 10 隻売却して
きた実績があり、また 2014 年 5 月に中古コルベットのフィリピン海軍
への供与が明らかになるなど装備協力の分野で両国は深い関係を維持し
ている（第 1 節参照）。そして、フィリピン空軍戦闘機調達プログラム
の選定機種に韓国航空宇宙産業（KAI）の FA-50 が採用され、2014 年
3 月に 12 機の調達契約が結ばれるなどの成果をあげている。このほ
か、対地攻撃機や水陸両用装甲車プログラムなどについても韓国企業が
関心を示していると報じられている。
　軍への投資を行うための法的枠組みとして、2012 年にフィリピン軍
近代化法が改正され、同時に整備計画の資金管理を行うフィリピン軍近
代化信託基金が創設された。これを踏まえアキノ大統領は、今後 5 年間
で一般予算とは別に約 18 億米ドルを軍の近代化に充てることを表明
し、同時にフィリピン軍近代化プログラムの見直しも行われた。1996
年から始まった前プログラムは、その後起こったアジア通貨危機の影響
や、テロ・ゲリラ対策の強化に資源配分が優先されたこともあり、予算
不足が解消されないまま 2011 年に終了したが、結局、プロジェクトの
約 45％ が未達に終わり、当初の要求額の約 10％ の予算しか執行されな
かった。この結果について政府は、十分な成果があがらなかったのは財
政状況だけに原因があるのではなく、軍・国防省のプロジェクト管理能
力、組織の非効率性にもあると考えた95）。このため新フィリピン軍近代
化プログラムではその反省を踏まえ、責任の明確化、手続きの透明化を
目指した制度改革を進めている。
　ハード面への投資によって能力向上を目指す一方で、フィリピン政府
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は教育投資・業務改革を通した組織開発によるソフト面での能力向上も
進めている。2011 年にアキノ大統領は国防改革プログラム再活性化を
指示し、それを受けて軍・国防省では業務の効率化が進められている。
加えて 2028 年までに、国防・安全保障上の挑戦に応え得る作戦能力を
有した軍になることを目標とした「フィリピン国防トランスフォーメー
ション」と呼ばれる改革を進めており、このプログラムの下で、上述の
フィリピン軍近代化プログラムと国防改革プログラムの有機的な連携が
模索されている96）。

（3）インドネシア海軍における最小必須戦力の整備
　これまでインドネシア政府は、中国の南シナ海をめぐる主張が自国の
領域における権利にまで及んでいるのではないかという懸念に対して明
確な姿勢を示してこなかった。しかし、2014 年 2 月にムルドコ国軍司
令官がナツナ諸島への部隊の増派を表明した翌月、政府高官が国営アン
タラ通信とのインタビューの中で、ナツナ諸島周辺の EEZ の一部が中
国の示す九段線の内側に含まれる旨発言したと報じられた。後にマルテ
ィ・ナタレガワ外相が、インドネシアと中国との間に領域をめぐる「紛
争」は存在しないと表明し、これまでの見解に変わりがないという姿勢
を示したことでインドネシアの「戦略的曖昧さ」は継続されることとな
った97）。このような外交的駆け引きの一方で、インドネシア国軍は南シ
ナ海におけるプレゼンスを維持する努力を継続的に行っており、周辺海
域での作戦能力を向上させるべく海軍の装備近代化を進めている。
　まず水上艦艇についてインドネシア海軍は、BAE システムズとブル
ネイ海軍の契約が不調に終わったために 1999 年以降、長らく英国に留
め置かれていた高速哨戒艇 3 隻を格安で調達し、2014 年にブン・トモ
級コルベットとして就役させた。同コルベットには VL ミカ-N 対空ミ
サイルおよびエグゾセ MM40 BlockⅡ対艦ミサイルの運用能力が備わっ
ており、兵器システムは後から付加されるとみられる。新造艦としては
シグマ 10514 型をベースにした 2,400 t 級のフリゲートを 2 隻調達する
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契約が 2012 年 6 月に結ばれた。同艦はオランダの DSNS とインドネシ
アの国営造船会社 PAL がインドネシア国内で建造し、2014 年 4 月に 1
番艦が起工しており 2017 年に就役する予定である。また既存の艦艇の
近代化改修としては、2007 年から 2 隻調達し運用しているシグマ 9113
型ディポネゴロ級コルベットに MM40 BlockⅡを、旧世代のフリゲート
を再就役させたアフマド・ヤニ級にロシアの P-800 ヤホントや中国の
C-802 などの対艦ミサイルを追加装備するなど、限られた予算の中で隻
数を増勢させつつ能力向上を図るための取り組みがなされている。
　潜水艦については、1981 年に戦力化された U209／チャクラ級 2 隻の
再近代化改修と並行して、新造潜水艦調達計画が進められている。これ
は 2017 年までに、韓国の大宇造船海洋（DSME）から U209 の同型艦
である U209／チャンボゴ級を 2 隻輸入するとともに、DSME からの技
術協力を得て 2019 年もしくは 2020 年98）までに同型艦の 3 番艦を PAL
が国内生産する予定である。一方で 2013 年末にプルノモ・ユスギアン
ト国防相がロシアから改修した中古のキロ級潜水艦を調達する計画があ
ることを明らかにし、翌 2014 年 1 月、国軍・国防省の視察団がロシア
を訪れたと報じられた。しかし 3 月になって、中古装備の改修にはコス
トがかかるとの判断から同計画は見直しになったことが報じられてお
り、今後は国産潜水艦の増産計画に関心が移るものと考えられる。
　2009 年に再選を果たしたユドヨノ大統領の下で、国防省は「戦略国
防見直し」を実施し、また 2010 年に「最小必須戦力」（MEF）に関す
る文書を発表した。同文書はインドネシア国軍に必要となる能力を示し
たもので、その後、2024 年までの能力整備の方向性を定める指針とな
った。事実、ユドヨノ大統領は MEF の実現に向けて 2010 年以降、積
極的に予算を認め、2010 年度に 42 兆ルピアであった国防予算を 2014
年度には 83 兆ルピアと倍増させており、特に海軍、空軍を中心として
さまざまな主要装備プロジェクトが実施されている99）。インドネシア海
軍は、2004 年に策定された「戦略計画 2024」において、装備の増強、
近代化によって 2024 年までに計 274 隻の艦艇からなる「近海海軍」を
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目指しているといわれ、この計画は広大な領海と多くの島々を有するイ
ンドネシア特有の地理的環境を考慮した国防戦略に適した戦力構築であ
ると考えられている。例えばラジャラトナム国際問題研究所（RSIS）
のリスティアン・アトリアンディ・スプリヤント研究員は、インドネシ
ア海軍は ① 領海、海洋コントロール、② マラッカ海峡やロンボク海
峡、スンダ海峡などの「戦略的隘路」を含む海上交通路（SLOC）防
衛、③ 災害救助やテロ・治安対策などに向かう部隊の離島部への輸送
に重点を置いていると分析しており100）、近年の主要装備の整備は、上
述の計画に沿う形で段階的に強化されていることがうかがえる。
　MEF を支える施策として、装備近代化に加えて国内防衛産業の振
興、特に装備の国産化も重要と考えられている。国産化に向けた努力は
以前より進められてきたが、2010 年に国策として正式に承認され、同
年のインドネシア国防産業政策委員会（KKIP）設置と 2012 年の国防
産業法成立により支援体制が整った。ジョコ新大統領も同方針を継承す
ることを明らかにしており、国内防衛産業の強化は今後も推進されると
考えられる。インドネシアの装備国産化は、上述のシグマ 10514 型コル
ベットや U209／チャンボゴ級潜水艦でのケースのように、海外から装
備を調達する際にオフセット契約として国内生産と必要な技術協力を相
手企業に求める形で促進される場合が多い。この国内生産・技術導入を
担うのが PAL などの政府系装備生産会社である。これらは戦略産業と
して位置付けられ、国防産業法によって国防相が主導する KKIP に管
轄が移っており、海外からの装備調達に際しては、技術協力などのオフ
セット契約などについても交渉し国防省を支援する役割を担ってい
る101）。このようにインドネシア政府は国内防衛産業の自立を目指し、
保護政策や予算の増額などを通じて主体的に関与しているが、この背景
には禁輸措置や外国政府による圧力を受けた過去の経験が大きく影響し
ているといわれている102）。
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日・ASEAN防衛担当大臣ラウンドテーブル�

　2014 年 11 月 19 日、ミャンマーのバガンにおいて、江渡聡徳防衛相と ASEAN10
カ国の国防相らが参加して、日・ASEAN 防衛担当大臣ラウンドテーブル103）が開催
された。ASEAN と日本の防衛相クラスの公式会合としては初めてとなる本会合によ
り、日本と東南アジア諸国の防衛協力は新たな段階に入った。そして本会合は日本の
東南アジア重視の姿勢の一つの表れといえる。
　本会合の発端となったのは、2013 年 12 月の日・ASEAN 特別首脳会議でのビジョ
ン声明において、両者が平和と安定のパートナーであるとされ、両者間の防衛協力の
促進がうたわれた中での、安倍首相による提案である104）。安倍首相が就任して以来
の、全 ASEAN 加盟国への歴訪においても、防衛、安全保障分野での協力は重要な
アイテムとなっていた。2014 年 5 月のシャングリラ会合での演説において、安倍首
相は海洋問題を念頭に法の支配の重要性を強調した105）。また 10 月の日・ASEAN 防
衛次官級会合では、海洋における防衛協力の推進を中心に議論が行われ、装備・技術
協力や能力構築の分野での協力の重要性について意見が交わされた106）。11 月のラウ
ンドテーブルでも、HA/DR や海洋安全保障などの非伝統的安全保障分野での協力を
中心に議論が行われ、能力構築支援や共同訓練、装備・技術協力を通じた今後の両者
間の協力が進展することが期待されている。
　日本の東南アジアにおける安全保障協力には、海上保安庁や日本財団などによる海
賊対策、海洋安全保障分野での協力や、ミンダナオ和平（第 2 節参照）の例のような
外務省・JICA や非政府組織（NGO）による平和構築分野での協力などの長い実績が
ある。それに加えて、近年には 2 国間の能力構築支援、拡大 ASEAN 国防相会議

（ADMM プラス）やパシフィック・パートナーシップなどを通じた多国間の場での
実務的分野での防衛協力の機会が増加している。さらに防衛装備移転三原則により可
能となった新たな分野としての装
備・技術協力や、政府開発援助

（ODA）大綱の見直しにより検討
されている非軍事目的での軍・軍
籍保有者への援助解禁による、能
力構築支援とのシームレスな連携
など、防衛省・自衛隊が担当する
協力を含めて、オールジャパンで
の協力体制が追求されている。

解説

日・ASEAN 防衛担当相ラウンドテーブル（写真：防衛省）
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